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日本産業規格 



注１、２ 氏名等変更届出書は、変更後でないと受付はできません。（変更する前の提出はできません。） 

※ 施設を設置している工場の移転（引越し等）は、所在地の変更ではなく、使用全廃届出書を提出

し、移転先で設置届出書を提出してください。（同一市内の場合であっても，同様に使用全廃届出

書及び新住所での設置届が必要です） 
なお，届出者の住所変更の場合は，氏名変更届を提出してください。 

 

注３ 届出者の氏名変更または住所変更の場合には、工場・事業場の名称及び所在地を記載してください。 

   複数の工場・事業場がある場合には，別紙に工場・事業場の一覧を添付してください。 
 

注４ 該当する法律すべてにチェックしてください。


